
鹿島共同可燃ごみクリーンセンター稼働に伴う事業系一般廃棄物の搬入時期について

１．事業系一般廃棄物の搬入先について【表１】
　　事業系一般廃棄物の地域及び種類ごとの搬入先（受入先）は次のとおりです。

２．地域について【表２】
　【表１】に記載している地域の区域等については次のとおりです。

地域

神栖地域の東部

波崎地域

　

令和５年 令和６年
１０月１日　　　　　　　　　　　　　　　　１１月３０日 １２月１日　　　１２月３１日 １月１日 　　１月８日 １月９日　　　　　１月３１日 ２月１日　　　　　 　　　　　　　　　　　　３月３１日 ４月１日　　　　　　　　　　　　　　　　

一般廃棄物収集運搬許可業者が搬入する
場合

排出事業者が自己搬入する場合

一般廃棄物収集運搬許可業者が搬入する
場合

広域鹿嶋ＲＤＦセンター
※令和６年１月３１日まで受入

鹿島共同可燃ごみクリーンセンター
※令和６年２月１日から受入

排出事業者が自己搬入する場合
広域鹿嶋ＲＤＦセンター

※令和６年１月３１日まで受入
広域鹿嶋ＲＤＦセンター内仮設搬入所

※令和６年２月１日から３月３１日まで受入
鹿島共同可燃ごみクリーンセンター

※令和６年４月１日から受入

一般廃棄物収集運搬許可業者が搬入する
場合

排出事業者が自己搬入する場合

一般廃棄物収集運搬許可業者が搬入する
場合

広域波崎ＲＤＦセンター
※令和６年１月８日まで受入

鹿島共同可燃ごみクリーンセンター
※令和６年１月９日から受入

排出事業者が自己搬入する場合
広域波崎ＲＤＦセンター　

※令和６年１月８日まで受入
広域波崎ＲＤＦセンター内仮設搬入所

※令和６年１月９日から受入
鹿島共同可燃ごみクリーンセンター

※令和６年４月１日から受入

一般廃棄物収集運搬許可業者が搬入する
場合

排出事業者が自己搬入する場合

一般廃棄物収集運搬許可業者が搬入する
場合

広域波崎ＲＤＦセンター
※令和６年１月８日まで受入

鹿島共同可燃ごみクリーンセンター
※令和６年１月９日から受入

排出事業者が自己搬入する場合
広域波崎ＲＤＦセンター

※令和６年１月８日まで受入
広域波崎ＲＤＦセンター内仮設搬入所

※令和６年１月９日から受入

３．施設の問い合わせ先について【表３】
【表１】に記載している事業系一般廃棄物の受入施設の住所、問い合わせ先は次のとおりです。

区域等 施設名 住所 電話番号

鹿島共同可燃ごみクリーンセンター 神栖市東和田２１番地１１

広域鹿嶋ＲＤＦセンター内仮設搬入所 鹿嶋市平井２２６４番地

広域波崎ＲＤＦセンター内仮設搬入所 神栖市波崎９６０２番地

横瀬、日川、萩原、奥野谷、知手、知手中央１～１０丁目、南浜、北浜、東和田 広域鹿嶋ＲＤＦセンター 鹿嶋市平井２２６４番地 ０２９９－９０－７２２０

旧波崎町の区域 広域波崎ＲＤＦセンター 神栖市波崎９６０２番地 ０４７９－４０－４３３２

※鹿島共同可燃ごみクリーンセンターは建設中であり、広域鹿嶋・波崎ＲＤＦセンター内仮設搬入所について
は、開設に向けて準備中であるため、問い合わせ先は鹿島地方事務組合施設整備課の電話番号になります。（令
和５年１０月現在）

ごみの発生地域 現在の搬入先 事業系一般廃棄物の区分
今後の搬入先

神栖地域の西部

鹿島共同再資源化センター（株）
（ＫＲＣ）

広域鹿嶋ＲＤＦセンター
※令和５年１１月３０日まで受入

鹿島共同可燃ごみクリーンセンター
※令和５年１２月１日から受入

広域鹿嶋ＲＤＦセンター

神栖地域の東部

鹿島共同再資源化センター（株）
（ＫＲＣ）

広域波崎ＲＤＦセンター
※令和５年１１月３０日まで受入

鹿島共同可燃ごみクリーンセンター
※令和５年１２月１日から受入

広域波崎ＲＤＦセンター

波崎地域

鹿島共同再資源化センター（株）
（ＫＲＣ）

広域波崎ＲＤＦセンター
※令和５年１１月３０日まで受入

鹿島共同可燃ごみクリーンセンター
※令和５年１２月１日から受入

広域波崎ＲＤＦセンター

神栖地域の西部
芝崎、石神、高浜、田畑、木崎、溝口、居切、深芝、深芝南１～５丁目、
堀割１～３丁目、平泉、平泉東１～３丁目、平泉外十二入会、下幡木、鰐川、筒井、
賀、神栖１～４丁目、大野原１～８丁目、大野原中央１～６丁目、息栖、東深芝、光

０２９９－９０－１２６６
鹿島地方事務組合

施設整備課


